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�愛媛県条例第３５号
愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業及び保険業

を除く。第３項において同じ。）に対する事業税の額は、次の各

号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額と

する。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の付加価値額に１００分の１．２ を乗じて得た金額

イ 各事業年度の資本金等の額に１００分の０．５を乗じて得た金額

ウ 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所

得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税率を乗

じて計算した金額を合計した金額

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業及び保険業

を除く。第３項において同じ。）に対する事業税の額は、次の各

号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額と

する。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の付加価値額に１００分の０．７２を乗じて得た金額

イ 各事業年度の資本金等の額に１００分の０．３を乗じて得た金額

ウ 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所

得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税率を乗

じて計算した金額を合計した金額

各事業年度の所得のうち年４００万円以

下の金額

１００分の１．９ 各事業年度の所得のうち年４００万円以

下の金額

１００分の３．１

各事業年度の所得のうち年４００万円を

超え年８００万円以下の金額

１００分の２．７ 各事業年度の所得のうち年４００万円を

超え年８００万円以下の金額

１００分の４．６

各事業年度の所得のうち年８００万円を

超える金額

１００分の３．６ 各事業年度の所得のうち年８００万円を

超える金額

１００分の６

�・� 省略

２ 省略

３ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の付加価値額に１００分の１．２ を乗じて得た金額

イ 各事業年度の資本金等の額に１００分の０．５を乗じて得た金額

ウ 各事業年度の所得に１００分の３．６を乗じて得た金額

�・� 省略

附 則

�・� 省略

２ 省略

３ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の付加価値額に１００分の０．７２を乗じて得た金額

イ 各事業年度の資本金等の額に１００分の０．３を乗じて得た金額

ウ 各事業年度の所得に１００分の６ を乗じて得た金額

�・� 省略

附 則

毎週（火・金）曜日発行 第２７６０号外５ 平成２８年３月３１日

平成２８年３月３１日木曜日 第２７６０号外５
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（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５ 第１４条の２の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第１３条第８項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第９条の２第１項、附

則第１０条第１項、附則第１２条第１項、附則第１５条第１項、附則第

１６条第１項又は附則第１６条の４第１項の規定の適用を受けるとき

は、第１４条の２第２項に規定する特例控除額は、同項第２号及び

第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した

同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち２，０００円を

超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める割合（当該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、

当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の

５分の２に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第１３条及

び第１４条の規定を適用した場合の所得割の額の１００分の２０に相当

する金額を超えるときは、当該１００分の２０に相当する金額）とす

る。

�～� 省略

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 省略

２ 平成２８年４月１日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業

税についての第１８条の２及び前項の規定の適用については、同条

第１項第１号ウの表中「１００分の１．９」とあるのは「１００分の０．３」

と、「１００分 の２．７」と あ る の は「１００分 の０．５」と、「１００分 の

３．６」とあるのは「１００分の０．７」と、同項第２号の表中「１００分の

５」とあるのは「１００分の３．４」と、「１００分の６．６」とあるのは

「１００分の４．６」と、同項第３号の表中「１００分の５」とあるのは

「１００分の３．４」と、「１００分の７．３」とあ る の は「１００分 の５．１」

と、「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、同条第２項中

「１００分の１．３」とあるのは「１００分の０．９」と、同条第３項第１号

ウ中「１００分の３．６」とあるのは「１００分の０．７」と、同項第２号中

「１００分 の６．６」と あ る の は「１００分 の４．６」と、同 項 第３号 中

「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、前項中

「１００分の６．６」とあるのは「１００

分 の４．６」と、「１００分 の７．９」と あ る の は「１００分 の５．５」と す

る。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１７第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から平成３０年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

（自動車取得税の非課税）

第２２条の２ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路

線の運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には

、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第

３４条第１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、

自動車取得税を課さない。

�～� 省略

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５ 第１４条の２の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第１３条第８項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第９条の２第１項、附

則第１０条第１項、附則第１２条第１項、附則第１５条第１項、附則第

１６条第１項又は附則第１６条の４第１項の規定の適用を受けるとき

は、第１４条の２第２項に規定する特例控除額は、同項第２号及び

第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した

同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち２，０００円を

超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める割合（当該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、

当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の

５分の２に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第１３条及

び第１４条の規定を適用した場合の所得割の額の１００分の１０に相当

する金額を超えるときは、当該１００分の１０に相当する金額）とす

る。

�～� 省略

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 省略

２ 平成２７年４月１日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業

税についての第１８条の２及び前項の規定の適用については、同条

第１項第１号ウの表中「１００分の３．１」とあるのは「１００分の１．６」

と、「１００分 の４．６」と あ る の は「１００分 の２．３」と、「１００分 の

６ 」とあるのは「１００分の３．１」と、同項第２号の表中「１００分の

５」とあるのは「１００分の３．４」と、「１００分の６．６」とあるのは

「１００分の４．６」と、同項第３号の表中「１００分の５」とあるのは

「１００分の３．４」と、「１００分の７．３」とあ る の は「１００分 の５．１」

と、「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、同条第２項中

「１００分の１．３」とあるのは「１００分の０．９」と、同条第３項第１号

ウ中「１００分の６ 」とあるのは「１００分の３．１」と、同項第２号中

「１００分 の６．６」と あ る の は「１００分 の４．６」と、同 項 第３号 中

「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、前項中「第１８条の

２第１項第２号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた

第１８条の２第１項第２号」と、「１００分の６．６」とあるのは「１００

分 の４．６」と、「１００分 の７．９」と あ る の は「１００分 の５．５」と す

る。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１７第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から平成２８年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

（自動車取得税の非課税）

第２２条の２ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路

線の運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合において

は、当該取得が平成２８年３月３１日までに行われたときに限り、第

３４条第１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、

自動車取得税を課さない。

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２８年３月３１日 第２７６０号外５
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（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２の２ 省略

２ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

の規定による登録又は同法第５９条の規定による検査（同条第１項

に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下

この条において同じ。）を受けるものの取得（法附則第１２条の２

の５第６項から第１１項までの規定の適用がある場合の自動車の取

得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が

平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及び前項の

規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がない

ものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に１００

分の２０を乗じて得た率とする。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法附則第１２条の２の２第２項第３号に掲げる自

動車に該当するものを除く。次項及び第４項において同じ。）

ア・イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成２８年軽油重量車基準」という。）に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

エ 省略

オ 省略

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率とする。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア・イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

エ 省略

オ 省略

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前２項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の６０を乗じて得た率とする。

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２の２ 省略

２ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

の規定による登録又は同法第５９条の規定による検査（同条第１項

に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下

この条において同じ。）を受けるものの取得（法附則第１２条の２

の５第６項から第１１項までの規定の適用がある場合の自動車の取

得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が

平成２９年３月３１日までに行われたときに限り、第３５条及び前項の

規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がない

ものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に１００

分の２０を乗じて得た率とする。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法附則第１２条の２の２第２項第３号に掲げる自

動車に該当するものを除く。次項及び第４項において同じ。）

ア・イ 省略

ウ 省略

エ 省略

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率とする。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア・イ 省略

ウ 省略

エ 省略

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の５第６項から第１１項まで又は前２項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成２９年３月３１日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の６０を乗じて得た率とする。
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（愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２７年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の２第１項及び第３項の改正規定並びに同条例附則第１９条第２項の改正規定を削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア・イ 省略

ウ 車両総重量が７．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

エ 省略

オ 省略

５ 省略

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア・イ 省略

ウ 省略

エ 省略

５ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の６第１項の改正規

定及び第２条中愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

附則第４項の改正規定（「平成２７年１０月１日」を「平成２９年４

月１日」に改める部分、「同年９月３０日」を「同年３月３１日」

に改める部分及び「同月３０日」を「同月３１日」に改める部分を

除く。）並びに附則第３項の規定 平成２７年１０月１日

� 省略

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例附則第２２条

の改正

規定及び附則第４項から第１６項 までの規定 平成

２８年４月１日

３ 省略

（県たばこ税に関する経過措置）

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 附則第６項に規定する者は、改正法附則第１２条第４項に規定す

る申告書を平成２８年５月２日までに提出しなければならない。

９ 附則第６項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正

法附則第２０条第４項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は

所得税法等改正法附則第５２条第２項に規定するたばこ税に係る申

告書と併せて、これらの規定に規定する市町長又は税務署長に提

出したときは、当該申告書は、前項の規定により提出されたもの

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の６第１項の改正規

定及び第２条中愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

附則第４項の改正規定（「平成２７年１０月１日」を「平成２９年４

月１日」に改める部分、「同年９月３０日」を「同年３月３１日」

に改める部分及び「同月３０日」を「同月３１日」に改める部分を

除く。）並びに附則第４項の規定 平成２７年１０月１日

� 省略

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の２第１項及び第３

項の改正規定並びに同条例附則第１９条第２項及び第２２条の改正

規定並びに附則第３項及び第５項から第１７項までの規定 平成

２８年４月１日

（事業税に関する経過措置）

３ 新条例第１８条の２第１項及び第３項並びに附則第１９条第２項の

規定は、附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後に開始す

る事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始し

た事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例によ

る。

４ 省略

（県たばこ税に関する経過措置）

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 附則第７項に規定する者は、改正法附則第１２条第４項に規定す

る申告書を平成２８年５月２日までに提出しなければならない。

１０ 附則第７項に規定する者が、前項の規定による申告書を、改正

法附則第２０条第４項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は

所得税法等改正法附則第５２条第２項に規定するたばこ税に係る申

告書と併せて、これらの規定に規定する市町長又は税務署長に提

出したときは、当該申告書は、前項の規定により提出されたもの
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第７条の５の規定は、平成２８年度以後の年度分

の個人の県民税について適用し、平成２７年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

とみなす。

１０ 附則第８項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月

３０日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

１１ 省略

１２ 附則第７項から第１０項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

とみなす。

１１ 附則第９項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月

３０日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

１２ 省略

１３ 附則第８項から第１１項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第７項 前項 附則第１１項 附則第８項 前項 附則第１２項

省略 省略

附則第８項 附則第６項 附則第１１項 附則第９項 附則第７項 附則第１２項

省略 省略

附則第９項 附則第６項 附則第１１項 附則第１０項 附則第７項 附則第１２項

省略 省略

附則第１０項 省略 附則第１１項 省略

１３ 省略

１４ 附則第７項から第１０項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

１４ 省略

１５ 附則第８項から第１１項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第７項 前項 附則第１３項 附則第８項 前項 附則第１４項

省略 省略

附則第８項 附則第６項 附則第１３項 附則第９項 附則第７項 附則第１４項

省略 省略

附則第９項 附則第６項 附則第１３項 附則第１０項 附則第７項 附則第１４項

省略 省略

附則第１０項 省略 附則第１１項 省略

１５ 省略

１６ 附則第７項から第１０項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

１６ 省略

１７ 附則第８項から第１１項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第７項 前項 附則第１５項 附則第８項 前項 附則第１６項

省略 省略

附則第８項 附則第６項 附則第１５項 附則第９項 附則第７項 附則第１６項

省略 省略

附則第９項 附則第６項 附則第１５項 附則第１０項 附則第７項 附則第１６項

省略 省略

附則第１０項 省略 附則第１１項 省略
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（事業税に関する経過措置）

３ 新条例第１８条の２第１項及び第３項並びに附則第１９条第２項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始す

る事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

４ 新条例附則第２２条の２の２第２項から第４項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、

施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

平成２８年３月３１日 発行
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